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第3回

5月24日

▽
報
告
第
１
号

　
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

　
稚
内
市
で
駐
車
場
に
公
用
車

を
駐
車
中
に
、
相
手
方
自
家
用

車
の
ド
ア
に
接
触
し
た
事
故
の

損
害
賠
償
で
、
賠
償
額
は
13
万

４
千
円
。

▽
承
認
第
１
号

　
専
決
処
分
の
承
認
に
つ
い
て

　
平
成
27
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
で
、
３
月
30
日
付
で
９
千

５
百
72
万
円
を
追
加
し
た
。

▽
承
認
第
２
号
・
第
３
号

　
専
決
処
分
の
承
認
に
つ
い
て

　
幌
延
町
税
条
例
の
一
部
改
正

で
、
行
政
不
服
審
査
の
不
服
申

立
手
続
に
お
い
て
異
議
申
立
を

廃
止
し
、
審
査
請
求
に
一
元
化

さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
、
行
政
不

服
審
査
法
の
改
正
と
整
合
さ
せ

る
た
め
の
改
正
と
、
関
係
条
例

の
改
正
。

▽
議
案
第
１
号

　
町
長
等
の
給
与
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
町
営
住
宅
使
用
料
等
に
係
る

不
適
正
な
事
務
処
理
に
よ
り
、

町
政
に
対
す
る
信
頼
を
失
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
と
り
、

町
長
及
び
副
町
長
の
給
料
１
カ

月
分
を
減
額
す
る
。

○
町
長
71
万
円
（
月
額
）
を
63

万
９
千
円
に
減
額
。

○
副
町
長
60
万
円
（
月
額
）
を

54
万
円
に
減
額
。

▽
議
案
第
２
号

　
幌
延
町
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
課
税
限
度
額
を
現
行
85
万
円

か
ら
89
万
円
に
し
、
軽
減
判
定

所
得
の
算
定
に
お
い
て
、
５
割

軽
減
対
象
世
帯
を
26
万
円
か
ら

26
万
５
千
円
、
２
割
軽
減
対
象

世
帯
を
47
万
円
か
ら
48
万
円
に

引
き
上
げ
る
改
正
。

▽
議
案
第
３
号

　
幌
延
町
商
工
業
等
振
興
促
進

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
本
町
で
商
工
業
を
営
む
個
人

及
び
法
人
等
に
対
し
て
の
補
助

制
度
の
制
定
。
本
町
に
本
店
ま

た
は
支
店
を
有
す
る
事
業
者
が

行
う
新
築
、
改
築
等
に
対
し
て
、

補
助
対
象
経
費
の
50
％
（
上
限

１
千
万
円
）
以
内
を
補
助
す
る
。

　
交
付
金
交
付
年
度
内
に
事
業

完
了
と
あ
る
が
、
年
度
を
ま
た

ぐ
場
合
は
ど
う
す
る
の
か
。

　
年
度
内
完
了
を
前
提
と
し
て

い
る
が
、
状
況
に
応
じ
て
対
応

を
考
え
る
。

　
商
工
業
者
に
限
る
の
か
。

　
農
協
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。

　
条
例
制
定
に
お
い
て
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
し
な
い
理

由
は
何
か
。

　
施
策
を
早
期
に
実
行
に
移
さ

な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

時
間
が
な
か
っ
た
。

▽
議
案
第
４
号

　
財
産
の
取
得
に
つ
い
て

　
除
雪
専
用
車
（
７
ｔ
）
を
２

千
８
百
13
万
円
で
購
入
。

▽
議
案
第
５
号

　
一
般
会
計
補
正
予
算

　
ふ
る
さ
と
創
生
基
金
、
ま
ち

問答問答問答

・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
事
業
、

幌
延
地
圏
環
境
研
究
所
支
援
事

業
等
。

　
本
年
５
月
12
日
に
、
福
島
県

楢
葉
町
議
会
が
行
政
視
察
で
ご

来
町
さ
れ
た
際
に
、
幌
延
町
議

会
議
長
の
発
言
に
つ
い
て
、
５

月
19
日
付
の
北
海
道
新
聞
に
、

幌
延
町
議
会
議
長
が
、「
基
本

的
に
私
共
は
、
研
究
に
は
期
限

が
な
い
と
理
解
し
て
い
る
」
、

「
納
得
い
く
ま
で
研
究
し
て
ほ

し
い
と
い
う
の
が
町
の
願
い
」

と
発
言
し
た
と
掲
載
さ
れ
ま
し

た
。

　
こ
の
こ
と
は
、
町
、
議
会
の

意
見
で
は
な
く
、
私
個
人
の
思

い
で
あ
り
ま
し
た
。
公
の
場
で

の
発
言
と
し
て
は
不
適
切
な
も

の
で
あ
り
ま
し
た
。

　
私
の
不
適
切
な
発
言
で
、
関

係
者
の
皆
様
、
町
民
の
皆
様
に

多
大
な
る
ご
心
配
、
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
ま
し
た
こ
と
を
、
深

く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
と
と

も
に
、
前
述
の
発
言
が
個
人
的

な
考
え
か
ら
の
も
の
で
あ
り
ま

し
た
こ
と
を
訂
正
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　
幌
延
町
議
会
議
長

植  

村
　
　
敦

議
長
発
言
に
係
る

訂
正
と
お
詫
び


